
 

 

船舶事故調査報告書 

平成３０年３月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年１１月１１日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 熊本県宇城
う き

市荷
にない

島南岸付近 

 三角港荷島灯台から真方位０８０°５０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３６.５′ 東経１３０°２７.５′） 

事故の概要 プレジャーボートさなだ丸は、南南西進中、干出岩に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年１１月１４日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート さなだ丸、５トン未満（長さ６.８０ｍ） 

 ２９３－２４１２４熊本、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラに曲損、プロペラシャフト引揚げ管に折損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、宇城市三角港 登
のぼり

立
たて

地区を出港

し、荷島西岸沖で釣りを行っていたが、北北西方からの強風を避ける

目的で荷島の北方から東岸沖を通って同島南岸沖の島影に向けて南南

西進中、荷島南岸付近の干出岩に乗り揚げた。 

船長は、鉤
かぎ

付きの棹
さお

で岩を押して離岩した後、主機を運転したもの

の推進力が得られず、航行できなかったので主機を停止した。 

本船は、船長が、造船所に連絡した後、来援した同所所有の船舶に

よってえい
．．

航され、三角港登立地区に帰港した。 

船長は、荷島南岸付近の地形を把握していなかった。 

分析 本船は、荷島南岸沖の島影に向けて南南西進中、船長が、同島南岸

付近の地形を把握していなかったことから、同島南岸付近の干出岩に

向く態勢で航行し、同岩に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、荷島南岸沖の島影に向けて南南西進中、船長

が、同島南岸付近の地形を把握していなかったため、同島南岸付近の

干出岩に向く態勢で航行し、同岩に乗り揚げたものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・事前に航行予定海域の水路調査を行うこと。 

 


